
北海道国民健康保険運営方針見直しに向けて（案）

北海道保健福祉部健康安全局国保医療課

令和５年（2023年）７月

納付金ベースの統一
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国保都道府県単位化
（2018年）

保険料水準の統一へ
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国民皆保険
（1961年）
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１歩１歩の
取組が
必要

北海道の目指す姿（北海道国民健康保険運営方針(令和6年3月見直し版)）

○本道においては、制度改革の趣旨を踏まえ、加入者負担を公平化するため統一保険料をめざして、道・市町
村・国保連合会の３者が一体的に国保事業を運営し、保険料の平準化と事務の広域化を一体的に進める。
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■ 市町村の主な課題 ■

①３方式への統一(R9年度)
→ 資産割の廃止

②法定賦課限度額の設定
③応能：応益の構成割合を

標準保険料率の割合に合
せる ※所得水準に応じた

賦課割合に
④決算補填等目的の法定外

繰入の解消
⑤収納事務の平準化

減免基準の標準化
保健事業の統一的実施

⑥統一保険料(税)率による賦課

納付金算定
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所得に応じた納付金

α=０､β=国基準

道･市町村･連合会における取組

市町村間の保険
料(率)の差
・所得割：５倍
・均等割：４倍
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保険料率の決定･賦課
一体的に推進

更
な
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事
務
広
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化
の
検
討

道・市町村・連合会
３者が一体的に運営

改定 ①
統一保険料
について明記

制度改革

納付金ベースの統一

保険料水準の統一

2018

改定 ②
「目指す姿」

の再定義

2024

2030

医療費水準の差を反映
させない仕組みでも被
保険者間の保険料負担
の格差がある。

納付金制度により全道
で所得に応じた保険料
設定が可能に。

2021

市町村間の医療費水準
の差を反映させない
（α＝０）をもって、
納付金ベースの統一と
定義。2024年度から実
施します。

○市町村が定める保険料率を道が示す
統一保険料率と同率とすることをもっ
て「保険料水準の統一」と再定義

個別歳入･歳出の段階的
共通化

収納率差の公平化

○市町村における「統一保険料による賦課」

○北海道における「統一保険料率算定」
＋

負
担
の
公
平
化

★公平で安定的な保険料設定へ
★わかりやすい保険料体系へ
★市町村賦課算定事務の軽減へ
★将来的な医療保険制度の一元化へ 1



統一保険料率による加入者負担の公平化へ向けたロードマップ（案）

区分
協議
事項

統一保険料率による加入者負担の公平化

納付金ベースの統一 保険料水準の統一

2018(H30)～2019年度(R1) 2020年度(R2) ～2023年度(R5) 2024年度(R6)～ 2027年度(R9)～ 2030年度(R12)～

5月 8月 11月 3月 ９月 12月 1月 3月 5月 8月 12月 3月 5月 8月 11月 3月 4月～2月 3月 5月 8月 11月 3月

道

医療費指数
反映係数α
値

①R3年度以降におけるα値設定
・R6年度α＝0を目指し、引き続きα＝
0.5で算定

(2)
運
営
方
針
改
正

(R3
→
R5)

(3)
運
営
方
針
改
正

(R6
→
R11)

【納付金ベースの統一】
①α＝０
②α＝１との差額補填縮小
→3年程度(R6～8)で実質α=0へ

③(R6)β北海道
④均等:平等割合(60：40で固定)

→賦課割合の早期安定化の観点から、
Ｒ6年度以降も原則0.6：0.4で固定

⑤激変緩和措置終了
⑥個別歳入歳出共通化
→また、α=0.β北海道に併せ、R6

から財政安定化支援事業（10割ベー
ス）を共通化

→地単減額調整分については、国庫
負担減額措置の廃止に係る国要望と
並行し、共通化について検討

【R9以降の納付金算定】
①α＝０
②α＝１との差額補填廃止
③β北海道
④均等割:平等割(60：40で固定)

⑤激変緩和対策終了
⑥個別歳入歳出共通化

(5)
運
営
方
針
改
正

R
12
→

【2030(R12)年度
保険料水準の統一】

①α＝０
②α＝１との差額補填廃止
③(R12)β北海道
④均等割･平等割(60：40固定)

⑤激変緩和対策終了
⑥個別歳入歳出共通化(原則)

⑦収納率差による保険料負
担差の公平化

⑨統一保険料率(市町村標準
保険料率)による賦課

※2030(R12)年度から市町村
において統一保険料率によ
り一斉賦課

②α＝1との差額補填廃止
・R3年度以降、段階的に交付額を引き下
げ、3年程度(R3～5)で実質α＝0.5に近づ
ける

所得係数β
値

③R3年度以降におけるβ値設定
・R6年度β北海道を目指し、β’0.75と
H31β北海道0.89の中間値であるβ’0.82
で算定

④均等割・平等割の賦課割合の検討
・実態にあわせた均等:平等(≒60:40)で算定

激変緩和措
置

⑤R6年度以降の激変緩和措置
納付金への影響と併せて検討

個別歳入歳
出

⑥ｃ→ｄ(d→e)の統一算定協議

・保険者努力支援制度の統一
・地単事業の減額調整分の統一
・出産育児一時金(法定繰入)統一 など

道・
市町村

収納率 ⑦収納事務の平準化への取組
収納率差による保険料負担差の平準化に向けた収納事務の平準化について協議
併せて、⑦収納率格差の解消に向け取組、⑧医療費格差の解消に向けた取組の推進
※収納対策取組の徹底(底上げ)及び医療費適正化対策強化の推進を図る

医療費適正
化

⑧医療費適正化事務の平準化への取
組

市町村

賦課割合

⑨「市町村標準保険料率の賦課割合
（応能：応益）」設定の検討

⑨「市町村標準保険料率の賦課割合（応能：応益）」を目標に検討→設定

※市町村標準保険料率（将来的な統一保険料率）に近づける観点、また統一保険料となった際の被
保険者負担の激変を緩和する観点から、段階的に設定。

【解消すべき課題】
・被保険者、運営協議会、議会への説明
・現行の賦課割合との乖離が大きい場合、ロードマップを作成し、激変が生じないよう設定
・料率変更による被保険者への影響を抑えるため市町村基金等を活用した独自激変緩和等の検討

・今後統一保険料率となった場合、市町
村間で同一の保険料率となるが、構成割
合は現行の市町村標準保険料率同様、各
市町村の所得水準に応じたものとなる。
・そのため、現行の市町村標準保険料率
における構成割合を目標に、段階的に保
険料率を設定することについて検討

賦課方式 ⑩4から3方式への移行時期を検討 ⑩R8年度までに資産割廃止 R9～：3方式による賦課方式統一 ⑩3方式による賦課

賦課限度額 ⑪法定限度額への移行時期を検討 ⑪法定限度額への移行を実施 ⑪法定限度額の設定

法定外繰入 ⑫法定外繰入金の解消時期を検討 ⑫決算補填目的の法定外繰入金の解消 ⑫法定外繰入金の解消

改正運営方針に沿って
R3～5納付金算定実施

【⑬「目指す姿」の再定義】

○市町村が定める保険料率を
道が示す統一保険料率と同率
とすることをもって「保険料
水準の統一」と定義。

【優先順位について】
・現行４方式の市町村は、⑩資産割廃止→⑨賦課割合の平準化
の順で取組検討
※⑪法定限度額への移行、⑫法定外繰入の解消は平行して取組

【インセンティブ交付の継続】
・財政運営安定化の観点、及び医療費適正化･収納率向上に係るインセンティブ確保、
モラルハザードを防ぐ観点から、R12統一保険料達成後においても、当面の間、インセ
ンティブ交付の継続を検討
※インセンティブ継続分については、保険料を財源とする市町村個別歳出への充当を検討

【公費共通化対象項目】
・保健事業費
・特定健康診査に要する費用
・国特調、努力支援、道2号
・法定一般会計繰入等
（保険者支援分、財政安定化支援事業）

・過年度保険料収納額

【PDCAサイクルによる市町村支援】
・連合会との連携強化による賦課支援事業等の
市町村支援を推進

→収納率補正による調整を検
討

【公費共通化の影響緩和】
・R9からR12に向け、安定的な保険料
設定が可能となるよう、R9で原則全
項目共通化の上、一定の調整を実施

★当該年度納付金補正、または翌々
年度納付金精算を実施することで、
後期高齢者医療制度同様、統一保険
料により収納した額に納付金額を合
わせることを検討

【R3～5納付金算定】
･α=0.5
(α差額補填の段階的解消)

･β0.82
･均等割=平等割＝60:40

･保険料減免基準の標準化、保健事業
等の統一基準について協議･実施

･収納事務の平準化･保険料減免基
準の統一･保健事業の平準化

・公費共通化の他、R12インセンテ
ィブ継続分による充当を検討

(4)
中間
見直
し
R9

→11

(1)
運営
方針
策定
H30
→R2

→R9年度原則共通化に向け、R6年度以降
順次取り組み開始

2



現行の北海道国民健康保険運営方針の目的等（参考）

○ H30年度以降の国保制度においては、道は財政運営の責任主体として中心的な役割を担う一方で、市町村は、地域住民と身近な関係
の中、資格管理や保険給付、保険料(税)率の決定・賦課・徴収、保健事業など地域におけるきめ細やかな事業を引き続き担う等、道と
市町村が一体となって、国保事業を運営。

○ この「北海道国民健康保険運営方針」は、道と市町村に関する事務を共通認識の下で実施するとともに、安定的な財政運営及び事務の
広域化や効率化の推進に向け、国保運営に関する統一的な方針として、国保法第82条の2に基づき、道が策定。

○ 道では、全道どこに住んでいても同じ所得、世帯構成であれば同じ保険料負担となる統一保険料率による「加入者負担の公平化」を令
和12(2030)年度を目途に目指すこととしている。

次期国保運営方針の見直し手順

現行の国保運営方針の目的

第1章 第4節 運営方針の見直し（抜粋）

この運営方針は、令和3年4月1日から適用し、3年目までに検証を行い、その見直し内容を次期の方針に反映させることとします。

また、それ以前に見直しが必要となった場合は、所定の手順に従い見直しを行います。

3



市町村等との
意見交換

運営方針
素案(案)
を作成

市町村と協議(連携会議)

道国保運営協議会で審議

～Ｒ5年3月

Ｒ5年3月(済),5月(済),
8月

Ｒ5年7月(骨子、素案(案))→10月(素案)予定
Ｒ6年3月

パ
ブ
コ
メ
実
施

Ｒ5年9月
案
確
定

市
町
村
意
見
照
会
②

道国保
運営
協議会
(諮問･答申)

Ｒ6年2月

運
営
方
針
の
改
定

Ｒ5年12月

素
案
確
定

R4年度中に大枠を協議

市町村意見
照会①

(※)国の動向や医療費適正化計画との整合性を図るため、当該計画と改定時期を合わせR6年３月改定とする予定

北海道国民健康保険運営方針の見直しスケジュール

今回の運営方針見直しスケジュール（現時点の想定）

道議会保健福祉委員会へ報告
(推進状況・見直しの考え方)

Ｒ5年9月
Ｒ5年11月

道議会保健福祉委員会へ報告
(素案)

4
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北海道国民健康保険運営方針の見直し骨子(案)〔主な見直しの概要等〕

構　成 次期国保運営方針の主な見直しの概要 備　考

第1章　基本的事項

　
・策定の目的、根拠規定
・見直しの時期、PDCAサイクル

・対象期間の修正
→令和6年4月1日から6年間とする(３年の中間年で必要な見直し)

・R6年度国保法改正に伴い「3
年」から「6年」に変更

第2章　国保の医療に要する費用及び財政の見通し

　
・道･市町村国保財政運営
・赤字解消･削減の取組

・主に時点修正　　　・道財政安定化基金事業について一部修正
※医療費の将来の見通しは第４期医療費適正化計画と整合性を取る→次回運
営協議会で内容を反映

・R3年度国保法改正に伴い、
財政調整事業分を追記

第3章　納付金及び標準的な保険料の算定方法

　
・R6保険料水準の統一（R12統一保険料率に向けて）
・納付金の算定方法
・激変緩和措置

・「保険料水準の統一」について市町村取組も含め再定義
→R6「納付金ベースの統一」実現後、R12「保険料水準の統一」を目指す
・統一保険料に併せた条例改正について追記
・R6年度以降の納付金算定に係る修正
→α=0･β北海道･激変緩和措置終了･財政安定化支援事業の共通化(10割
ベース))･R9個別歳入歳出の原則共通化と納付金調整

・R3年度国保法改正に伴い記
載が必須化
・R6以降の納付金算定につい
てはこれまでの議論を踏まえ
修正

第4章　保険料の徴収の適正な実施

・目指す姿、目標収納率、収納率目標達成のための取組
・負担の公平化に向け、収納事務の平準化と収納率向上に資する取組等につい
て一部修正

・収納事務ガイドラインと併せ
た修正を検討

第5章　保険給付の適正な実施

・レセプト点検、第三者行為求償事務、不正請求事務等
の状況

・レセプト点検の定義に係る文言修正
・第三者行為求償事務の北海道国保連合会への委託

・連合会への委託可能業務の
拡大を記載

第6章　医療の適正化の取組

・特定健診の受診状況等、医療費適正化に向けた取組等

※第4期医療費適正化計画に併せ見直し→次回運営協議会で内容を反映
＜予定される内容＞
・特定健診受診率、特定保健指導実施率の向上
・生活習慣病対策としての発症予防と重症化予防の取組　など

・医療費適正化計画は、現在
医療費適正化計画検討協議会
で検討作業中

第7章　事務の広域的及び効率的な運営の推進

・広域的及び効率的な運営の推進に向けた取組
・一部文言修正
・ガバメントクラウドについて追記

・主要20業務の標準仕様書に適合
したシステム導入について記載

第8章　保険医療サービス及び福祉サービス等に関する施策との連携

・保険医療サービス及び福祉サービス等との連携 ・一部文言修正
・健診、医療データベースの構
築に伴い追記

第9章　北海道の国保の健全な運営

・北海道国民健康保険市町村連携会議の設置、運営方針の見直し等 － －
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保険料水準の統一を目指す趣旨等

○ 全道どこに住んでいても同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料負担となる保険料水準の統一を令和12年度
を目途に目指す。

保険料水準の統一について

【道が目指す方向性】

国における動き

道における考え方

○ 国では、市町村国保が抱える構造的な課題に対応し、負担の公平化を進めるため、将来的に保険料水準の統一(※)を目指す方針。

○ 道では、国の方針も踏まえ、医療費水準を反映させない納付金算定や、医療費適正化の取組により、被保険者の急激な保険料（税）
負担の増加抑制を図ることで、持続可能で安定的な国保制度の構築を目指す。

○ こうした取組は、道内すべての被保険者への公平な受益となるものであり、対価となる保険料（税）も能力に応じた公平な負担が必要

道

👪

👪

👪

A市
・

B町
・

C村

統
一
算
定

統
一
賦
課

加
入
者
負
担
の
公
平
化

納付金ベースの統一

（2024年）

国保都道府県単位化
（2018年）

保険料水準の統一
（2030年）

国民皆保険
（1961年）

全道どこに住んでいても同じ所得、
世帯構成であれば同じ保険料負担へ

★安定的な保険料設定
★わかりやすい保険料体系
★市町村賦課算定事務の軽減
★将来的な医療保険制度の一元化へ

〔取組イメージ〕

※同一都道府県内において、同じ所得水準、同じ世帯構成であれば、同じ保険料水準

○ 国保法を改正し、都道府県国保運営方針に、保険料水準の平準化の記載を義務化。

○ 加入者負担の公平化を図るため、令和12(2030)年度を目途に「保険料水準の統一」を目指す。

「保険料水準の統一」の定義(※)
→市町村が定める保険料(税)率を道が示す全市町村統一の標準保険料率(統一保険料率)と同率とすること

※加入者負担の公平化には、道における「統一保険料率算定」と、市町村における「統一保険料率による賦課」の取組が不可欠であり、市町村の取組を含めて再定義

8



現行運営方針における定義･考え方

○ 納付金算定に医療費水準を反映させないこと（α＝０）を「保険料水準の統一」と定義

「保険料水準の統一」の定義の見直し（再定義）

（考え方）
令和２年度の現行運営方針の改定時において、道が目指す姿としては今と同じで、被保険者の目線で加入者負担の公平化を目指す考えを

持っていたが、統一に向けて必要となる資産割の廃止や歳入歳出の共通化など様々な取組を行い、全市町村の標準保険料率を同一とするこ
とができれば、市町村が実際に賦課する保険料率を標準保険料率に合わせることが可能な状況となることから、加入者負担の公平化が図ら
れると考えていた。

○ 全道どこに住んでいても同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料負担となるよう、市町村が定める保険料（税）率を道が示す全市
町村統一の標準保険料率（統一保険料率）と同率とすることを「保険料水準の統一」と定義することを検討。

※ これに伴い、統一保険料率に合わせた条例の改正が必要となることから、運営方針への明記を検討。
なお、納付金算定に医療費水準を反映させないこと（α＝０）を「納付金ベースの統一」と定義

○ 全市町村の標準保険料率が同一となることを「統一保険料率」と定義

次期運営方針における定義･考え方

（考え方）
道が目指す姿である加入者負担の公平化の達成には、市町村が定める保険料率を道が示す全市町村統一の標準保険料率と合わせることが

不可欠であることから、その市町村の取組も含め拡大して再定義し、目指す姿と一致するよう検討している。
なお、これにより道の定義は国の保険料水準の統一の定義と同じとなる。
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国保事業費納付金及び市町村標準保険料率算定フローイメージ ※R5納付金ベース

4
７
1
０
億
円

医
療
費
等
の
総
額

国・道の公費負担
1,603億円(34%)

他医療保険の支援金
1,623億円(34%)

道のR5特別会計
予算

全
道
で
必
要
な

納
付
金
の
額

R5納付金算定

全道の応能分
（所得）

全道の応益分
（被保険者数と世帯数）

55％(33:22)
(816億円)

当該市町村の
所得額 のシェア

当該市町村の
被保険者数･世帯数のシェア

医療費水準を
半分反映
α=0.5

45％
(668億円)

各市町村の
納付金の額

･全国の所得水準より道の所得水準が低いため、応能分が
応益分より低くなる

・医療費から公費・他医療保険からの支援金を除いた額が納付金となる
〈納付金＝医療費－（国・道からの公費＋他医療保険の支援金）〉

・納付金は応能分と応益分に分けて算定(当面の間、激変緩和対策として応能分を国基準より下げて算定)

・各市町村の全道に占める所得シェア、被保険者数(均等)・世帯数(平等)シェアにより配分
・応益分はどの市町村も１人(世帯)当たり額は同じため、各市町村の所得水準に応じた配分となる
・上記配分額に、各市町村の医療費水準を反映させ、納付金を算定(現行、医療費水準を半分反映)

★R6年度に国基準の
応能:応益割合(47:53)
を目指す(β北海道)

★R6年度に反映さ
せないα=0を目指す

±

個別歳出(全道約30億円)

各市町村の
納付金の額

･保健事業費等

÷
各市町村の
予定収納率
(3カ年平均)

＝
収納率調整後

保険料収納必要額
個別歳入(全道約300億円)

･法定繰入(財政安定化支援事業等)

･努力支援交付金等
･その他(過年度保険料等)

･個別歳入･歳出を加減算 ･収納率低下による不足を防ぐため
予定収納率により割り返す

β0.82で算定

★R9年度に原則
共通化を目指す

市町村標準保険料率

所得割率 均等割額 平等割額

★R12年度に全市町村
の標準保険料率を同一
とし、市町村において
統一賦課を目指す

各市町村の
保険料(税)率

※道が示す標準保険料率を参
考に各市町村において決定

※納付金と併せ市町村に示す
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医療費水準の反映割合について

○ 市町村では抑制できない医療費急増等のリスクを分散させ、今後の保険料(税)負担の増減を緩やかにすることで安
定的な国保制度の維持を図る観点から、令和6年度から納付金配分に医療費水準を反映させないこと(α=0)とする。

【道が目指す方向性】

α=0を目指す趣旨等

道における考え方

○ 小規模市町村を多く抱える本道では、小規模市町村ほど高
額疾病の有無等で年度間で医療費水準が大きく増減すること
から、安定的な保険料設定が可能となるよう、医療費水準を
納付金に反映させないα=0を目指す。

(1) Ａ市の医療費水準 1.2

(2) Ｂ町の医療費水準 1.0(全国平均)

(3) Ｃ村の医療費水準 0.8 （全国平均の０．８倍）

1.1億円α=0.5医療費水準
1.2

×

医療費水準
1.0

×

医療費水準
0.8

×

（全国平均の１．２倍）

1億円

医療費水準とαによる納付金影響イメージ

※α値は医療費水準をどの程
度反映させるか決める係数

α=0 1.0億円

1.0億円

1.0億円

0.9億円

1.0億円

H30～R2(制度施行時) R3～R5(R2年12月改定) R6～(R6年3月改定（予定）)

○ 保険料の激変緩和の観点から、制度施行時においてはα=0.5を基本とし、
令和6年度を目途にα=0を目指す旨整理

○ α=0に設定し、納付金算定に医療費水準を反映させないことにより、所
得水準(負担能力)に応じた公平な納付金配分が可能

※α値による急激な保険料上昇を抑制するため、都道府県繰入金による段階的なインセンティブ交付を併せて実施(R3～R5及びR6～R8のそれぞれ3年間)

1億円

1億円

α=0.5

α=0

α=0.5

α=0

〔α値(医療費反映係数)〕

→各市町村の医療費水準をどの程度反映させるかを調整する係数

医療費水準＝市町村平均１人当たり医療費/全国平均１人当たり医療費

小規模市町村(上位20市町村) 大規模市町村(上位10市町村)

音
威
子
府
村

神
恵
内
村

西
興
部
村

赤
井
川
村

初
山
別
村

幌
加
内
町

中
川
町

泊
村

中
頓
別
町

占
冠
村

島
牧
村

留
寿
都
村

喜
茂
別
町

北
竜
町

寿
都
町

黒
松
内
町

幌
延
町

上
砂
川
町

利
尻
町

岩
見
沢
市

小
樽
市

江
別
市

北
見
市

苫
小
牧
市

釧
路
市

帯
広
市

函
館
市

旭
川
市

札
幌
市

Ｈ28医療費水準

Ｈ27医療費水準

Ｈ29医療費水準

R1(全道平均)
医療費水準1.07

【参考】医療費水準の推移（Ｈ27～Ｈ29）

★小規模市町村ほど増減幅が大き
く、都市部ほど増減幅が小さい

※0＜α＜1に設定することにより、医療費水準が道平均値より低い市町村の納付金が上昇し、平均値より高い市町村の納付金が減少 11



所得水準の調整について

H30～R2(制度施行時) R3～R5(R2年12月改定) R6～(R６年３月改定(予定))

β’0.75 β’0.82 β北海道(≒0.90)へ

53%47%

応能割合

応益割合

57%43%

応能割合

応益割合

55%45%

応能割合

応益割合

○ β値をβ’(=0.82）からβ北海道（≒0.90）とした場合、1人当たり所得が道平均所得より高い市町村の納付金負担が増大し、道平均所得より低い市町村
の納付金負担が減少する仕組み ※現行算定では所得水準の低い市町村に負担を寄せている状況であり、これを解消するもの

○ β北海道とした場合、市町村の
所得水準に応じた公平な納付金配
分となる。

※β値は全道の納付金を「応能分(所
得能力負担分)」と「応益分(１人当
たり負担分)」に按分する係数

○ 市町村の所得水準に応じて納付金を配分する観点から、令和6年度から国の基準で原則とする全国平均と比較
した北海道の所得水準(β北海道)を用いて算定することとする。

【道が目指す方向性】

β北海道を目指す趣旨等

道における考え方

○ 市町村間における所得格差が大きい本道では、納付金算定導入に伴
い、所得水準が高い市町村における保険料(税)の激変を緩和する観点
から、制度施行時でβ北海道よりも低い割合(β0.75)に設定。

○ 併せて、地方交付税により市町村に財政支援されている「財政安定
化支援事業(※)」を全道で共通化することにより、β値変更による高
所得市町村への影響を緩和するとともに、負担の公平化を図る。

※財政安定化支援事業は、①低所得者対策(全国560億円)②高医療費対
策(全国240億円)として、主に低所得市町村に対し、国保財政健全化･
保険料平準化を目的に地方交付税で財政支援する事業

○ 段階的に国基準に近づけることで、市町村の所得水準に応じた公平
な納付金負担を目指す。

〔β値(所得水準反映係数)〕

→所得(応能)のシェアをどの程度反映させるか調整する係数

β北海道＝都道府県平均１人当たり所得/全国平均１人当たり所得

全道総額の全道総額の 全道総額の全道総額の 全道総額の全道総額の
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道における考え方

激変緩和措置の終了について

○ 実施期間は平成30年度から令和5年度までの6年間
（国基準）としてこれまで協議。

※国からの激変緩和財源により原則対応（国による財源措置はR5

年度をもって終了）

※自然増はH30年度からの積上により算出（制度改正前(H28)と
の比較のため積上で算定）

H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

激変措置額 約9億円 約7億円 約11億円 約7億円 約4億円 約3億円
終了

対象市町村数 34市町村 32市町村 51市町村 44市町村 31市町村 29市町村

○ 道では一定割合＝自然増＋2%/年とし、市町村ごと
に激変緩和措置額を算出

○ 激変緩和の基点は、制度改正前である平成28年度
保険料決算額で原則固定。

○ 納付金制度の導入により、一定の割合以上の保険料(税)が上昇した市町村に対しては、激変緩和措置を行ってき
たが、国の基準に従い、令和5年度までで終了することとする。

【道が目指す方向性】

激変緩和措置に係る趣旨等

都道府県繰入金に
よる激変緩和措置(c→ｄ)

本来の算定方式
における保険料額

激変緩和
措置不要

平成28年度

一定割合＝自然増＋2%/年

当該年度の
保険料額

平成30年度 令和1年度 令和５年度 令和６年度
激変緩和終了

激変緩和
措置額

～

【参考】激変緩和措置イメージ
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市町村個別の歳入･歳出の原則共通化について

○ 保険料水準の統一に向けては、市町村個別の歳入歳出の共通化による被保険者の保険料(税)負担の急激な激変を
緩和するため、令和9年度を目途に原則全項目の共通化を実施し、令和12年度に向けて安定的な保険料(税)率の設定
が可能となるよう、一定の納付金調整の実施について検討することとする。

【道が目指す方向性】

R9年度に原則共通化を目指す趣旨等

道における考え方

○ 納付金算定における各市町村の個別歳入･歳出については、事業項目も多く、また経費も多額であり、市町村間においても差異が大
きい状況。

○ 負担の公平化に向け、各項目を段階的に共通化した場合、共通化による納付金増減が市町村間で異なり、R12年度統一保険料率
に向けた安定的な保険料設定が困難。

○ このため、道では、市町村における安定的な保険料(税)率設定を目的とし、R9年度に個別歳入･歳出に係る全項目を原則共通化し、
納付金を算定することにより、R12年度に向け段階的な上昇(減少)となるよう、納付金調整を行うことを検討

市町村個別歳入・歳出

1.歳出項目 約30億円

1.保健事業費･特定健診等に要する費用 28億円

2.保険料(税)減免に要する費用 0.2億円

2.歳入項目 約300億円

1.保険者努力支援制度交付金 20億円

2.特別調整交付金 0.3億円

3.都道府県繰入金(2号分) 24億円

4.特定健診等負担金 10億円

5.法定繰入(財政安定化支援事業等) 200億円

6.法定外繰入(保健事業･保険料減免等) 5億円

7.過年度保険料収入 27億円

【参考】公費共通化による納付金額等の増減と納付金調整イメージ【参考】市町村個別歳入･歳出一覧（R5年度納付金算定ベース）

公費共通化
(R12仮定値)

A市
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②R9に全項目を公費共通化した上
で、納付金調整を実施

①共通化の組合せによってはR9に上昇し、
R12で減少(段階的な保険料設定が困難)保
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